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十
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六
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二
十
二
日
提
出
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問
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号
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府
内
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子
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ル
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保
存
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関
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る
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主
意
書
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出

者

逢

坂

誠
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政
府
内
の
電
子
メ
ー
ル
の
保
存
の
方
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
一
月
二
十
四
日
、
安
倍
総
理
は
衆
議
院
本
会
議
で
「
昨
年
末
の
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改

正
に
当
た
っ
て
は
、
紙
文
書
、
電
子
文
書
の
別
を
問
わ
ず
、
意
思
決
定
過
程
等
の
合
理
的
な
跡
づ
け
や
検
証
に
必
要
と
な
る
行

政
文
書
に
つ
い
て
、
一
年
以
上
の
保
存
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
へ
の
説

明
責
任
を
全
う
す
る
と
い
う
公
文
書
管
理
法
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
文
書
が
公
文
書
管

理
法
の
行
政
文
書
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
他
の
形
態
の
文
書
と
同
様
、
文
書
の
作
成
又
は

取
得
の
状
況
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
実
質
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
発
言
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
省
庁
内
や
省
庁
間
の
連
絡
に
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
安
倍
総
理
の

指
示
は
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
一
つ
一
つ
の
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
、
行
政
文
書
に
あ
た
る
か
否
か
を
そ
の
文
書
を
作

成
し
た
者
も
し
く
は
直
属
の
上
司
な
ど
が
判
断
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
多
く
の
電
子
メ
ー
ル
が
行
政
文
書
と

し
て
扱
わ
れ
ず
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
国
立
公
文
書
記
録
管
理
局
が
政
府
内
の
全
て
の
メ
ー
ル
を
最
低
三
年
か
ら
七
年
保
存
し
、
幹
部
職

員
の
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
は
永
久
保
存
す
る
「
キ
ャ
ッ
プ
ス
ト
ー
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
運
用
を
導
入
し
て
い
る
。

一



こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

安
倍
総
理
は
「
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
他
の
形
態
の
文
書
と
同
様
、
文
書
の
作
成
又
は
取
得
の
状
況
な
ど
を
総
合
的

に
考
慮
し
て
実
質
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
」
と
発
言
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
誰
が
「
文
書
の
作
成
又
は
取
得
の
状

況
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
実
質
的
に
判
断
す
る
」
の
か
。
そ
の
文
書
を
作
成
し
た
者
か
、
そ
の
文
書
作
成
を
行
っ
た
者

の
所
属
す
る
省
庁
の
上
司
た
る
課
長
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
「
例
え
ば
、
他
の
行
政
機
関
に
対
す
る
連
絡
、
審
議
会
等
や
懇
談
会

等
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
連
絡
を
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
て
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
内
容
に
つ
い
て
、
適
切
な

媒
体
に
よ
り
行
政
文
書
と
し
て
適
切
に
保
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
内
で
の

電
子
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
は
「
適
切
な
媒
体
に
よ
り
行
政
文
書
と
し
て
適
切
に
保
存
す
る
こ
と
が
必
要
」
だ
と
考
え
る
。
政

府
の
見
解
如
何
。

三

省
庁
内
や
省
庁
間
の
連
絡
に
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
安
倍
総
理
の
指
示
は
明
確
で

は
な
い
。
公
務
員
が
一
つ
一
つ
の
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
行
政
文
書
に
あ
た
る
か
否
か
を
そ
の
者
も
し
く
は
直
属
の
上
司
な

ど
が
判
断
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
く
、
多
く
の
電
子
メ
ー
ル
が
行
政
文
書
と
し
て
扱
わ
れ
ず
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
政
府
内

二



の
全
て
の
メ
ー
ル
を
一
年
で
は
な
く
最
低
数
年
保
存
し
、
局
長
級
以
上
の
幹
部
職
員
の
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
は
永
久
保
存

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

政
府
の
明
ら
か
に
し
て
い
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
へ
の

対
応
案
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
日
、
公
文
書
管
理
委
員
会
配
布
資
料
）
で
は
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
違
反
し
た
公

務
員
に
対
す
る
罰
則
は
明
示
さ
れ
ず
、
「
不
適
切
な
公
文
書
管
理
を
行
っ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
国
家

公
務
員
法
（
第
八
十
二
条
）
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
る
。
刑
法
に
は
、
「
公
用
文
書
毀
棄
罪
」
と
し
て
、
公
務
所

で
用
い
る
文
書
を
毀
棄
し
た
者
を
三
か
月
以
上
七
年
未
満
の
懲
役
に
処
す
る
旨
（
第
二
百
五
十
八
条
）
が
規
定
さ
れ
て
い

る
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
罰
則
が
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

政
府
の
見
解
如
何
。

五

財
務
省
に
よ
る
森
友
文
書
改
ざ
ん
の
事
案
を
鑑
み
れ
ば
、
廃
棄
し
た
と
の
国
会
答
弁
も
改
ざ
ん
も
公
文
書
管
理
や
情
報
公

開
の
趣
旨
を
完
全
に
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
で
、
国
民
へ
の
裏
切
り
に
他
な
ら
な
い
。
国
家
公
務
員
法
第
八
十
二
条
や
刑

法
第
二
百
五
十
八
条
な
ど
の
一
般
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
国
の
行
政
に
対
す
る
信
頼
性
を
回
復
す
る
た
め
、
公
文
書
等
の

管
理
に
関
す
る
法
律
に
罰
則
規
定
を
設
け
、
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
を
検
討

三



す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


